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北九州市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年３月２０日

北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第１号

北九州市市税条例の一部を改正する条例

北九州市市税条例（昭和３８年北九州市条例第８５号）の一部を次のように

改正する。

第４２条第９項中「施行規則第１０条の２の１０で定めるもの」を「法第３

４３条第９項の総務省令で定めるもの」に改める。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。
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北九州市交通安全対策事業推進基金条例をここに公布する。

平成３０年３月２０日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第２号

北九州市交通安全対策事業推進基金条例

（設置）

第１条 黒土始氏から交通安全対策に関する事業の推進に役立てることを希望

して北九州市に寄付された寄付金を基として、当該事業を推進するため、北

九州市交通安全対策事業推進基金（以下「基金」という。）を設置する。

（基金の積立て）

第２条 基金は、前条の寄付金その他の収入をもって積み立て、その額は、予

算に定めるところによる。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関に預け入れて、保管するものとする。

２ 市長が特に必要があると認める場合においては、基金に属する現金を最も

確実かつ有利な有価証券に代えて、保管することができる。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生じる収益は、基金の設置の目的を達するために必要

な事業の経費に充てるものとする。

２ 前項の規定により経費に充て、なお剰余金があるときは、基金に繰り入れ

るものとする。

（繰替運用）

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を、確

実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替えて運用する

ことができる。

（処分）

第６条 市長は、基金の設置の目的を達するため必要があると認めるときは、

予算の定めるところにより基金を処分することができる。

（委任）

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

付 則

 （施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

 （この条例の失効）

２ この条例は、基金の残額がなくなった日を限り、その効力を失う。
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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第９ 

条第１項の規定に基づく準則を定める条例をここに公布する。 

平成３０年３月２０日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第３号

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関す    

る法律第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強

化に関する法律（平成１９年法律第４０号。以下「法」という。）第９条第

１項の規定に基づき、製造業等に係る工場又は事業場の緑地及び環境施設の

それぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項について、工場立地法

（昭和３４年法律第２４号）第４条第１項の規定により公表された準則（以

下「法準則」という。）に代えて適用すべき準則を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、工場立地法において使用する用語

の例による。 

（区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合） 

第３条 この条例を適用する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設の

面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、別表のとおりとする。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 昭和４９年６月２８日に設置されている、又は設置のための工事が行われ

ている製造業等に係る工場又は事業場（以下「既存工場等」という。）が別

表に定める甲種区域に存する場合で、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に当該既存工場等において生産施設の面積の変更（生産施設

の面積の減少を除く。以下同じ。）が行われるときは、同表の規定に適合す

る緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うも

のとする。 

（１） 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 

Ｇ≧
Ｐ

γ
0.1  Ｇ

Ｓ

6



   ただし、
Ｐ

γ
0.1  Ｇ

Ｓ
＞ 0.1 Ｓ－ G1 ＞ 0 のときはＧ≧ 0.1 Ｓ－ G1 とし、0. 

1 Ｓ－ G1 ≦ 0 のときはＧ≧ 0 とする。 

これらの式において、Ｇ、Ｐ、γ、 G0 、Ｓ及び G1 は、それぞれ次の数値

を表すものとする。 

Ｇ 当該変更に伴い設置する緑地の面積 

Ｐ 当該変更に係る生産施設の面積 

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第１の上欄に掲げる業種につい

ての同表の下欄に掲げる割合 

 当該変更に係る届出前に設置されている緑地（当該届出前に届け出

られた緑地の面積の変更に係るものを含む。）の面積の合計のうち、

昭和４９年６月２９日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に

伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積 

Ｓ 当該既存工場等の敷地面積 

 当該変更に係る届出前に設置されている緑地（当該届出前に届け出

られた緑地の面積の変更に係るものを含む。）の面積の合計 

（２） 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 

Ｅ≧
Ｐ

γ
0.15  Ｅ

Ｓ

   ただし、
Ｐ

γ
0.15  Ｅ

Ｓ
＞ 0.15Ｓ－ E1 ＞ 0 のときはＥ≧0.15Ｓ－ E1 とし、

0.15Ｓ－ E1 ≦ 0 のときはＥ≧ 0 とする。 

   これらの式において、Ｅ、Ｐ、γ、 E0 、Ｓ及び E1 は、それぞれ次の数値

を表すものとする。 

Ｅ 当該変更に伴い設置する環境施設の面積 

Ｐ 当該変更に係る生産施設の面積 

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第１の上欄に掲げる業種につい

ての同表の下欄に掲げる割合 

当該変更に係る届出前に設置されている環境施設（当該届出前に届

け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。）の面積の合計

のうち、昭和４９年６月２９日以後の当該変更以外の生産施設の面積

の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超

える面積 

Ｓ 当該既存工場等の敷地面積 

当該変更に係る届出前に設置されている環境施設（当該届出前に届

G0  

G1  

E 0  

E1  
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け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。）の面積の合計 

３ 別表に定める甲種区域に存する既存工場等において施行日以後に生産施設

の面積の変更が行われる場合であって、当該既存工場等が法準則別表第１の

上欄に掲げる２以上の業種に属するときは、前項の規定にかかわらず、別表

の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式

によって行うものとする。 

（１） 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 

Ｇ≧
Ｐ

γ

ｎ

ｊ
(0.1  Ｇ

Ｓ
） 

   ただし、
Ｐ

γ
(0.1  ｎ

ｊ

Ｇ

Ｓ
)＞ 0.1 Ｓ－ G1 ＞ 0 のときはＧ≧ 0.1 Ｓ－ G1 とし 

、 0.1 Ｓ－ G1 ≦ 0 のときはＧ≧ 0 とする。 

これらの式において、Ｇ、ｎ、 Pj 、γ、 G0 、Ｓ及び G1 は、それぞれ次の

数値を表すものとする。 

Ｇ 当該変更に伴い設置する緑地の面積 

   ｎ  当該既存工場等が属する業種の個数 

     当該変更に係るｊ業種に属する生産施設の面積 

   γ ｊ業種についての法準則別表第１の下欄に掲げる割合 

     当該変更に係る届出前に設置されている緑地（当該届出前に届け出

られた緑地の面積の変更に係るものを含む。）の面積の合計のうち、

昭和４９年６月２９日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に

伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積 

      Ｓ 当該既存工場等の敷地面積 

     当該変更に係る届出前に設置されている緑地（当該届出前に届け出

られた緑地の面積の変更に係るものを含む。）の面積の合計 

（２） 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 

Ｅ≧
Ｐ

γ

ｎ

ｊ
(0.15  Ｅ

Ｓ
） 

ただし、
Ｐ

γ
(0.15  ｎ

ｊ

Ｅ

Ｓ
) ＞0.15Ｓ－ E1 ＞ 0 のときはＥ≧0.15 Ｓ－ E1 と

し、 0.15 Ｓ－ E1 ≦ 0 のときはＥ≧ 0 とする。 

これらの式において、Ｅ、ｎ、 Pj 、γ、 E0 、Ｓ及び E1 は、それぞれ次の

数値を表すものとする。 

Ｅ 当該変更に伴い設置する環境施設の面積 

ｎ  当該既存工場等が属する業種の個数 

j

j

j

Pj  

G0  

G 1  
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当該変更に係るｊ業種に属する生産施設の面積 

   γ ｊ業種についての法準則別表第１の下欄に掲げる割合 

   E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設（当該届出前に届

け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。）の面積の合計

のうち、昭和４９年６月２９日以後の当該変更以外の生産施設の面積

の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超

える面積 

      Ｓ 当該既存工場等の敷地面積 

当該変更に係る届出前に設置されている環境施設（当該届出前に届

け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。）の面積の合計 

４ 前２項の規定は、既存工場等が別表に定める丙種区域に存する場合につい

て準用する。この場合において、前２項中「０．１」とあるのは「０．０７ 

」と、「０．１５」とあるのは「０．１」と読み替えるものとする。 

（工場立地法第４条の２第２項の規定に基づく市準則を定める条例の一部改

正） 

５ 工場立地法第４条の２第２項の規定に基づく市準則を定める条例（平成１

１年北九州市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

題名及び本則中「第４条の２第２項」を「第４条の２第１項」に改める。 

別表第２の第２種区域の若松区の項中「大字安瀬」の次に「（地域経済牽

引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第９条第１項の

規定に基づく準則を定める条例（平成３０年北九州市条例第  号。以下「 

地域未来投資促進法準則条例」という。）別表に定める区域を除く 。）」 を

加え、「地域に限る」を「地域に限り、地域未来投資促進法準則条例別表に

定める区域を除く」に改める。 

j

Pj  

E1  
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別表（第３条関係） 

区

域

の

区

分

設定区域 

緑地の 面

積の敷 地

面積に 対

する割合

環境 施設

の面 積の

敷地 面積

に対 する

割合 

甲

種

区

域

若

松

区

響町一丁目（法第６条の同意基本計画

において定めた重点促進区域において

法第９条第１項の規定により市が指定

した工場立地特例対象区域（以下「工

場立地特例対象区域」という 。） のう

ち、都市計画法（昭和４３年法律第１

００号）第８条第１項第１号の準工業

地域（以下「準工業地域」という 。）

と定められた地域に限る 。）、 響町二

丁目（工場立地特例対象区域のうち、

準工業地域と定められた地域に限る。

） 

１００ 分

の１０ 以

上 

１０ ０分

の１ ５以

上 

丙

種

区

域

若

松

区

大字安瀬（工場立地特例対象区域に限

る 。）、 向洋町（工場立地特例対象区

域に限る 。）、 響町一丁目（工場立地

特例対象区域のうち、都市計画法第８

条第１項第１号の工業専用地域（以下

「工業専用地域」という 。） と定めら

れた地域に限る 。）、 響町二丁目（工

場立地特例対象区域のうち、工業専用

地域と定められた地域に限る 。） 

１００ 分

の７以上

１０ ０分

の１ ０以

上 

備考 この表において「甲種区域」及び「丙種区域」とは、法第９条第２ 

  項の規定により公表された基準に定める区域の区分の甲種区域及び丙種 

区域をいう。 
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北九州市土地改良事業に係る賦課金及び特別徴収金に関する条例をここに公

布する。

平成３０年３月２０日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第４号

北九州市土地改良事業に係る賦課金及び特別徴収金に関する条例   

 （趣旨）

第１条 この条例は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号。以下「法」と

いう。）第９６条の２第１項の規定により市が施行する土地改良事業（以下

「事業」という。）に要する経費に充てるため、法第９６条の４第１項にお

いて準用する法第３６条第１項の規定により賦課徴収する金銭（以下「賦課

金」という。）及び法第９６条の４第１項において準用する法第３６条の２

第１項の規定により徴収する徴収金（以下「特別徴収金」という。）に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 （定義）

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例によ

る。 

 （賦課金の徴収）

第３条 市は、別表に掲げる事業を行うときは、その事業に要する経費に充て

るため、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内に

ある土地につき法第３条に規定する資格を有するものその他法第９６条の４

第１項において読み替えて準用する法第３６条第１項の農林水産省令で定め

る者（以下この項及び次条第２項において「受益者等」という。）に対し、

受益者等の受ける利益を限度として、賦課金を徴収する。 

２ 賦課金は、毎年度市長が指定する時期に徴収する。 

 （賦課金の額） 

第４条 賦課金の総額は、別表の左欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同

表の右欄に定める額を上限として、市長が別に定める。 

２ 受益者等からそれぞれ徴収する賦課金の額は、受益者等の受ける利益に応

じて前項の規定により定められた賦課金の総額を割り振って市長が定める。 

 （特別徴収金）

第５条 市は、事業の施行に係る地域内にある土地につき法第３条に規定する

資格を有する者が、法第１１３条の３第３項の規定による公告があった日の

属する年度の翌年度の４月１日から起算して８年を経過する日までの間に、

その法第３条に規定する資格に係る土地を当該事業の計画において予定する
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用途以外の用途（以下この条において「目的外用途」という。）に供するた

め所有権の移転等（所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益

を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下この項において同じ。）

をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合（当該土地を目的外

用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く

。）には、その者から、特別徴収金を徴収する。 

２ 特別徴収金の額は、当該事業を施行した地域内の土地の単位面積当たりの

事業費に前項に規定する目的外用途に供した土地（以下この項において「対

象地」という。）の面積を乗じて得た額から、対象地に係る第４条の規定に

よる賦課金の額を差し引いて得た額の全部とする。 

 （賦課金及び特別徴収金の免除等） 

第６条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、賦課金又は特

別徴収金の全部又は一部を免除することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、賦課金又は特別徴収金に関する事務の処理につ

いては、法令又は他の条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除くほか

、北九州市債権管理条例（平成２９年北九州市条例第２１号）の定めるとこ

ろによる。 

 （審査請求）

第７条 この条例の規定による賦課金又は特別徴収金に係る処分について不服

のある者は、市長に対して審査請求をすることができる。 

 （委任） 

第８条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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別表（第４条関係）                          

事業 賦課金の総額の上限額

１ 土地改良

施設の新設

、管理、廃

止若しくは

変更又は農

用地の改良

若しくは保

全のため必

要な事業

（１） ため

池整備事業

（次号に掲

げるものを

除く。）

各年度の事業費から当該年度中に国又

は福岡県から交付を受けた補助金の額

を差し引いた額の１００分の３０（当

該事業の受益地の全部又は一部が農用

地区域（農業振興地域の整備に関する

法律（昭和４４年法律第５８号）第８

条第２項第１号に規定する農用地区域

をいう。以下同じ。）である場合は、

１００分の１０）に相当する金額

（２） ため

池整備事業

（国庫補助

金の対象外

である事業

のうち、福

岡県の補助

金の対象と

なるもの）

各年度の事業費から当該年度中に福岡

県から交付を受けた補助金の額を差し

引いた額の１００分の５０（当該事業

の受益地の全部又は一部が農用地区域

である場合は、１００分の２０）に相

当する金額

（３） その

他の事業

各年度の事業費から当該年度中に国又

は福岡県から交付を受けた補助金の額

を差し引いた額の１００分の５０に相

当する金額

２ 区画整理 ほ場整備事業 各年度の事業費の１００分の２０に相

当する金額

３ 農用地又

は土地改良

施設の災害

復旧

（１） 農用

地の災害復

旧事業

各年度の事業費から当該年度中に国又

は福岡県から交付を受けた補助金の額

を差し引いた額の１００分の５０に相

当する金額（当該額が農林水産業施設

災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に

関する法律施行令（昭和２５年政令第

１５２号）第９条第６号の規定により

算定される金額を超える場合は、当該
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算定される金額）

（２） 農業

用施設の災

害復旧事業

各年度の事業費から当該年度中に国又

は福岡県から交付を受けた補助金の額

を差し引いた額の１００分の２０（当

該農業用施設の受益地の全部又は一部

が農用地区域である場合は、１００分

の１０）に相当する金額
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北九州市交通安全対策事業推進基金条例施行規則をここに公布する。

平成３０年３月２０日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第１０号

北九州市交通安全対策事業推進基金条例施行規則

（基金の管理）

第１条 北九州市交通安全対策事業推進基金（以下「基金」という。）は、市

民文化スポーツ局長が管理する。

（繰替運用の方法）

第２条 北九州市交通安全対策事業推進基金条例（平成３０年北九州市条例第

２号）第５条の規定により繰替運用する場合の繰戻しの方法、期間及び利率

は、その都度市民文化スポーツ局長が財政局長と協議の上定める。

（帳簿）

第３条 市民文化スポーツ局長は、北九州市交通安全対策事業推進基金台帳を

備え、基金の経理状況を明らかにしておかなければならない。

（委任）

第４条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化スポーツ局長が定める

 。

付 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（この規則の失効）

２ この規則は、基金の残額がなくなった日を限り、その効力を失う。
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北九州市土地改良事業に係る賦課金及び特別徴収金に関する条例施行規則を

ここに公布する。

平成３０年３月２０日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市規則第１１号

   北九州市土地改良事業に係る賦課金及び特別徴収金に関する条例

   施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、北九州市土地改良事業に係る賦課金及び特別徴収金に関

する条例（平成３０年北九州市条例第４号。以下「条例」という。）の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。

 （賦課金の額）

第２条 市長は、別に定める場合を除き、条例第４条第２項の規定により、受

益者等に係る当該事業の施行に係る地域内にある土地の地積に応じて賦課金

の額を決定する。

 （賦課金及び特別徴収金の免除の申請）

第３条 条例第６条第１項の規定により賦課金又は特別徴収金の全部又は一部

の免除を受けようとする者は、別に定める申請書に免除を受けようとする理

由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 （委任）

第４条 この規則の施行に関し必要な事項は、産業経済局長が別に定める。

   付 則

 この規則は、公布の日から施行する。
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北九州市告示第６８号

北九州市自転車の放置の防止に関する条例（平成元年北九州市条例第８号）

第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により放置自転車を移動し、保管し

たので、同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。

平成３０年３月２０日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 移動し、保管した自転車が放置されていた場所、移動し、保管した自転車

の台数、移動し、保管した年月日並びに保管及び返還を行う場所

別表のとおり

２ 返還事務を行う時間

月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

土曜日 午後１時から午後５時まで

ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日は、返還事務を行わない。

３ 問合せ先

北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市建設局道路部道路維持課（電話５８２－２２７４）

４ 返還を受けるために必要な事項

自転車の返還を受けようとする者は、自己の住所及び氏名並びに当該自転

車の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。

５ その他

この告示に係る自転車について、この告示の日から起算して６月を経過し

ても利用者等が当該自転車を引き取らない場合は、北九州市において処分す

る。

別表

移動し、保管した自転 移動し、 移動し、保 保管及び返還を行う場所

車が放置されていた場 保管した 管した年月

所 自転車の 日

台数

ＪＲ門司駅周辺地区自 １台 平成３０年 北九州市門司区西海岸一丁

転車放置禁止区域 ２月１６日 目３番

西海岸自転車保管所
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ＪＲ小倉駅周辺地区自 １８台 平成３０年 北九州市小倉北区青葉二丁

転車放置禁止区域 ２月１４日 目１番

青葉自転車保管所

７台 平成３０年

２月２２日

ＪＲ西小倉駅周辺地区 ３台 平成３０年

自転車放置禁止区域 ２月９日

ＪＲ南小倉駅周辺地区 ３台 平成３０年 北九州市小倉南区下城野一

自転車放置禁止区域 ２月６日 丁目１番

下城野自転車保管所

小倉北区自転車放置禁 ２台 平成３０年

止区域外 ２月２日

５台 平成３０年

２月９日

４台 平成３０年

２月１９日

２台 平成３０年

２月２２日

１台 平成３０年

２月２６日

ＪＲ下曽根駅周辺地区 ７台 平成３０年 北九州市小倉南区八重洲１

自転車放置禁止区域 ２月１３日 ６番

八重洲自転車保管所

モノレール徳力嵐山口 ４台 平成３０年

停留場周辺地区自転車 ２月７日

放置禁止区域

小倉南区自転車放置禁 ３台 平成３０年 北九州市小倉南区下城野一
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止区域外 ２月１日 丁目１番

下城野自転車保管所

２１台 平成３０年

２月２日

８台 平成３０年

２月６日

１３台 平成３０年

２月７日

９台 平成３０年

２月８日

１台 平成３０年

２月９日

１台 平成３０年

２月１３日

２台 平成３０年

２月１４日

１台 平成３０年

２月１６日

９台 平成３０年

２月２１日

４台 平成３０年

２月２３日

４台 平成３０年

２月２７日
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若松区自転車放置禁止 １台 平成３０年 北九州市若松区響南町８番

区域外 ２月２２日 小石自転車保管所

ＪＲ八幡駅周辺地区自 １台 平成３０年 北九州市八幡西区築地町１

転車放置禁止区域 ２月２３日 ０番

築地自転車保管所

ＪＲ黒崎駅周辺地区自 ４台 平成３０年

転車放置禁止区域 ２月８日

ＪＲ折尾駅周辺地区自 ４台 平成３０年 北九州市八幡西区長崎町２

転車放置禁止区域 ２月２０日 番

長崎町自転車保管所

ＪＲ本城駅周辺地区自 １１台 平成３０年

転車放置禁止区域 ２月１５日

ＪＲ九州工大前駅周辺 １１台 平成３０年 北九州市戸畑区三六町１３

地区自転車放置禁止区 ２月２１日 番

域 三六自転車保管所

ＪＲ戸畑駅周辺地区自 ６台 平成３０年

転車放置禁止区域 ２月５日

戸畑区自転車放置禁止 １台 平成３０年

区域外 ２月２日

２台 平成３０年

２月２７日
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北九州市公告第１７３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  平成３０年３月２０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

開発区域に含まれる地域の名称 開発行為者 

北九州市小倉南区中曽根東二丁目１

９６１番６ 

北九州市小倉北区浅野二丁目１４

番１号小倉興産ＫＭＭビル 

ヒューマンブリッジ株式会社 

代表取締役 青山 雄 

北九州市門司区大字吉志１４６４番

１ 

北九州市門司区吉志七丁目３番１

０号 

中田 誠 

中田照美 
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